
2024 年度の運行管理者等一般講習の開催について 

                       

令和 6 年 3 月 22 日 

                                独立行政法人  

自動車事故対策機構 旭川支所  

     

２０２４年度の一般講習につきまして、下記のとおりお知らせします。 

天災、感染症等の状況により、講習の延期、中止等の措置を講ずる可能性があります

ことをお含みおきください。 

 

１.講習日・会場  

（１）【旅客】 

講習日 会場 方 式 

2024年10月09日(水) 稚内開催 

稚内市生涯学習総合支援センター 

［稚内市富岡１丁目１－２］ 

対面 

2024年10月10日(木) 
動画 
視聴 

2024年10月24日(木) 

旭川開催 

旭川地区トラック研修センター 

［旭川市流通団地2条4丁目32-1］ 

対面 
2024年10月25日(金) 

2024年12月11日(水) 

2024年12月12日(木) 

2024年11月13日(水) 北見開催 

北見地域職業訓練センター 

［北見市東三輪5丁目1番地4］ 

 

対面 2024年11月14日(木) 

2024年11月15日(金) 

（２） 【貨物】 

講習日 会場  

2024年07月10日(水) 

旭川開催 

旭川地区トラック研修センター 

［旭川市流通団地2条4丁目32-1］ 

対面 

2024年07月11日(木) 

2024年07月12日(金) 

2024年09月03日(火) 

2024年09月04日(水) 



2024年09月05日(木) 

2024年09月25日(水) 
北見開催 

端野町公民館 

［北見市端野町二区４７１－１１］ 

対面 2024年09月26日(木) 

2024年09月27日(金) 

2024年10月09日(水) 稚内開催 

稚内市生涯学習総合支援センター 

［稚内市富岡１丁目１－２］ 

動画 
視聴 

2024年10月10日(木) 対面 

 

① 動画視聴方式とは講師資格者の下、事前に収録した動画を視聴いただく講習スタイル

です。 

② 受付時間：09：00 ～ 09：40 

   講習時間：09：45 ～ 16：00 

※ 動画視聴方式は時間が異なりますので、予約確認書にてご確認ください。 

※ 会場の都合によっては受付開始時間が遅れる場合があります。 

③  上記日程のほか、旭川開催のみ「動画視聴方式」での開催を多数回予定しておりま

す。日程は下記、講習予約サイトにてご確認ください。 

ナスバのHP（“ナスバ”で検索） メイン画面⇒「講習のご予約」⇒カレンダー方式

で開催日程を表示しています。 

 

２.受講対象者（事業区分（旅客又は貨物の別）にあわせた講習を受講してください） 

① 運行管理者として選任されている方であって、前年度に基礎講習または一般講習を受講

していない運行管理者 

② 今年度中に新たに選任された運行管理者※ 

※ 過去に基礎講習を受講していない方で、所属事業者において平成24年4月16日以降に初めて運行

管理者に選任した方は、一般講習ではなく基礎講習を受講する必要があります。 

③ 前年度中に、次の事由を発生した営業所に選任されている全ての運行管理者（該当する

場合は２年度続けて受講しなければなりません） 

ア 死者または重傷者を生じた事故を惹起した営業所 

イ 輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受けた営業所 

④ 受講を希望される方（運行管理者補助者など） 

３.申込方法  

インターネットでのご予約をお願いします。 

下記のＵＲＬをクリックしていただくと、自動車事故対策機構の講習予約の画面になります

ので、手順に沿って入力していただき予約してください。 

なお、各回ともに満席になり次第申込を終了します。 

https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user 

 



４.講習手数料  

講習手数料 ３，２００円（テキスト及び消費税含む）を講習日当日、受付時に現金でお支

払いいただきます。（釣銭の無いようご協力お願いします） 

北海道各地区トラック協会の会員となっている貨物運送事業者の方は、北海道トラック協会

から助成がありますので、各地区トラック協会へご確認ください。 

５.講習日当日の携行品  

① 予約確認書（インターネットの予約後にプリントアウトしていただくものです。） 

② 運行管理者等指導講習手帳 

「手帳の交付を受けていない方」「手帳の再交付を受ける方（手帳再交付手数料500円）」は、写

真１枚（縦3cm、横2.4cm。裏面に会社名と氏名を記入）を持参してください。 

③ 筆記用具 

 

８.その他の注意事項  

気象庁から講習開催地域に「特別警報」が発令された場合、講習は中止となります。ただし、

朝７時までに「特別警報」が解除された場合には、周辺の状況を確認の上、 

安全が確保されると判断した場合は、通常どおり講習を実施します。 

 

【一般講習に関するお問合せ先】 

自動車事故対策機構 旭川支所 

〒079-8442 旭川市流通団地2条4-32-1 旭川地区トラック研修センター2階 

TEL 0166-40-0111  FAX 0166-40-0112 
 


